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神戸市担い手農家等認定要綱 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は，農業に対し積極的な意欲をもつ農業者等を農業経営基盤強化促進法（昭和 55

年法律第 65 号。以下「基盤強化促進法」という。）第 12 条第１項の規定に基づく農業経営改善計

画及び同法第 14 条の４第３項に基づく青年等就農計画の認定を行うことによって，優れた技術力

と経営力を有する市域農業の担い手農家等を育成，及び新規就農者の経営を支援することを目的と

する。 

第２章 農業者等の定義 

（定義） 

第２条 この要綱において農業者等とは，次に掲げる者をいう。 

(1) 農業委員会が備える農地基本台帳に登録されており，農業に従事し，又は従事する予定の者 

(2) 園芸，畜産等集約的経営を営む者 

(3) 農業協同組合法（昭和22年法律第132号）により規定された農事組合法人，農地法（昭和27年

法律第229号）により規定された農業生産法人，基盤強化促進法で規定された農用地利用改善

団体及びその他特に市長が認める団体（市長が定める基準に従った定款又は規約を有している

ものに限る。） 

(4) 前各号に掲げるもののほか，営農計画が明確かつ適切であり，その経営に必要な農地及び労

力を確保できる見込みがあるなど，農業委員会が適当と認める者 

(5) 基盤強化促進法第20条により農地の利用権の設定を受けた者又は農地中間管理事業の推進に

関する法律（平成25年12月13日法律101号）第4条に規定する農地中間管理機構から同法18条に

より農地を借り受けた者 

第３章 農業経営改善計画及び青年等就農計画の認定 

（認定） 

第３条 市長は，農業経営改善計画の認定申請（様式第１号）又は青年等就農計画の認定申請（様式

第１号－２）があったときは，第８条に定めるところにより開催する神戸市担い手農家等育成懇話

会（以下「懇話会」という。）において意見照会し，認定の可否を決定するものとする。 

２ 市長は，認定したときは，農業経営改善計画認定通知書（様式第２号）又は青年等就農計画認定

通知書（様式第２号－２）により申請者に通知し，認定農業者台帳（様式第４号）又は認定就農者

台帳（様式第４号－２）に登載する。 

３ 市長は，認定しないときは，農業経営改善計画不認定通知書（様式第３号）又は青年等就農計画

不認定通知書(様式第３号－２)により申請者に通知する。 

（認定基準） 

第４条 農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定基準は，次の各号に定めるとおりとする。 

(1) その農業経営改善計画又は青年等就農計画が基本構想に照らし適切なものであること 

(2) その農業経営改善計画又は青年等就農計画の達成される見込みが確実であること 

(3) その農業経営改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであるこ

と 

（変更認定） 

第５条 基盤強化促進法第13条第１項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条５第１項に規定
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する青年等就農計画の変更の認定については，第３条及び第４条の規定を準用する。 

（認定取消） 

第６条 基盤強化促進法第13条第２項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条の５第１項に規

定する青年等就農計画の認定の取消については，次の各号に定める場合に取消を行う。 

(1) 認定を受けた者が第４条に規定する認定基準を満たさなくなり，市の指導にもかかわらず農

業経営を改善するためにとるべき措置を講じていない場合 

(2) 認定を受けた者が，自ら農業経営改善計画認定取消申出書（様式第５号）又は青年等就農計

画認定取消申出書（様式第５号－２）を市長に提出した場合 

(3) 認定を受けた者が死亡した場合 

(4) 認定就農計画の認定を受けた者が，農業経営改善計画の認定を受けた場合 

２ 前項第１号に基づき取消を行う場合は，行政手続法（平成５年法律第88号）の規定によるものと

する。 

３ 市長は，第１項の定めるところにより取消を行った場合，認定農業者台帳又は認定就農者台帳に

取消年月日及び取消し事由を記入する。 

（認定の有効期間） 

第７条 第３条及び第５条の認定の有効期間は，第３条の認定をした日から起算して５年とする。 

 

第４章  懇話会 

（開催） 

第８条 第３条第１項に規定する意見照会を行うため，懇話会を開催する。 

２ 懇話会の委員は，別表第１に掲げる者とする。 

３ 懇話会に会長を置き，経済観光局副局長をもって充てる。 

４ 会長は，懇話会に関する事務を処理し，懇話会を代表する。 

５ 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは，あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理

する。 

６ 懇話会は，経済観光局長が必要の都度，招集し，開催する。 

７ 懇話会は，会長が議長となる。 

８ 懇話会は，委員の定数の過半数の出席がなければ，開くことができない。 

９ 懇話会の意見は，出席委員の過半数で決し，賛否同数の時は，議長の決するところによる。 

10 懇話会を開催するにあたり，申請内容の事前調査を行うために，幹事会を設ける。 

11 幹事会の幹事は，別表第２に掲げる者とし，その座長は，経済観光局担当課長（農政企画担当）

があたる。 

12 懇話会の庶務は，経済観光局農政計画課において処理する。 

13 前各項に定めるもののほか，懇話会の組織及び運営に関し必要な事項は，経済観光局長が定める。 

（持ち回りによる意見照会） 

第９条 会長は，緊急に意見照会をする必要があるとき又は軽微な意見照会事項については，持ち回

りによる意見照会をもって，懇話会の意見とすることができる。 

 

附 則 

（施行期日） 
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１ この要綱は，平成９年10月20日から施行する。 

（神戸市中核農家登録制度実施要綱等の廃止） 

２ 次に掲げる要綱は，廃止する。 

(1) 神戸市中核農家登録制度実施要綱（平成元年９月１日農政局長決定。以下「旧中核農家登録

要綱」という。） 

(2) 神戸市農業経営改善計画認定要綱（平成７年４月１日農政局長決定。以下「旧農業経営改善

計画認定要綱」という。） 

（経過措置に関する規定） 

この要綱の施行の際現に旧中核農家登録要綱及び旧農業経営改善計画認定要綱の規定により登

録認定又は農業経営改善計画の認定を受けている者は，この要綱に基づき認定を受けた者とみなす。 

附 則 

この要綱は，平成 12年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成 13年４月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成 14年４月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成 18年４月３日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成 18年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成 19年４月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成 19年 12月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成 23年３月３日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成 24年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，平成 26年９月 26日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成 28年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成 29年４月 1日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成 30年９月 10日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，令和２年４月１日から施行する。 
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別表第１（第８条関係） 

兵庫県神戸農業改良普及センター所長 

神戸市農業委員会会長代理（農政） 

兵庫六甲農業協同組合理事（神戸北地区） １名 

兵庫六甲農業協同組合理事（神戸西地区） １名 

農業者代表 ４名 

神戸市経済観光局副局長  

 

別表第２（第８条関係） 

兵庫県神戸農業改良普及センター経営課長 

神戸市経済観光局担当課長（農政企画担当） 

神戸市経済観光局農水産課長 

神戸市経済観光局北農業振興センター所長 

神戸市経済観光局西農業振興センター所長 


